
 

 

議案第６号                      【総務部人事課】 

 港区職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 

 本案は、行政需要の増加等及び学校用務業務の委託の取組結果を踏まえ、職

員の定数を改定するものです。 
 

 【条例改正の背景】 

  今後の人口増や行政需要の増加に対応するとともに、より柔軟で即応的な配置を可能と

するため、区長の事務部局、教育委員会の事務部局等の職員定数※を増員します。 

  また、順次進めている学校用務業務の委託化の取組結果を踏まえ、学校の事務部局の職

員定数を減員するため、条例を改正します。 

 

  ※職員定数とは、臨時又は非常勤の職を除いた職員の任用できる上限をいいます。 

 

 【条例改正の内容】 

  職員の定数を次のとおり改定します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施行期日】 

  令和７年４月１日 

区 分 現 行 改正案 増 減 

区長の事務部局の職員 １，８５５人 ２，０６３人 ＋２０８人 

教育委員会の事務部局の職

員 
１０８人 １２２人 ＋１４人 

教育委員会の所管に属する

学校の職員 
１８８人 １６５人 －２３人 

その他 ２９人 ３０人 ＋１人 

全  体 ２，１８０人 ２，３８０人 ＋２００人 


